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新重点計画の策定に向けた依頼事項 

 

令和３年９月 10 日 

デ ジ タ ル 監 

 

○ 新重点計画の策定に向けて、昨年 12 月に閣議決定したデジタル・ガバメ

ント実行計画（※）及び本年６月に閣議決定した重点計画のフォローアップ

を行いつつ、以下の事項について検討を深めていただきたい。 

 （※）同計画別添１「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤の抜本的な改善に向けて

（国・地方デジタル化指針）」及び別添２「マイナンバーカードを活用した各種カード等のデ

ジタル化等に向けた工程表」を含む。 

 

１．９月６日のデジタル社会推進会議（第１回）において了承された「当面の

デジタル改革における主な項目」及び今後開催されるデジタル社会構想会議

において有識者から言及のある事項については、新重点計画への記載を前提

に施策を検討すること。 

 

２．新重点計画においては、年度内における細分化された具体的な取組を伴っ

た年度ごとの工程表を作成すること。 

 

３．具体的な取組においては、行政サービスの利用者の利便性向上並びに行政

運営の簡素化及び効率化に立ち返ったエンドツーエンド・ワンストップ化等

を原則とした業務改革（BPR）を徹底すること。 

 

４．施策集については、新重点計画の中で KPI（進捗・効果）を可能な限り定

量的な指標や細分化された定性的な指標で設定するなど、見直しを行うこと。 

 

○ 上記について、今後、報告を御願いしたい。 


